
平成２８年４月以降 

仕 様 書 

（測量・設計・地質調査業務委託） 

 

 

 １． 本委託は、仙台市契約規則に基づく契約書及び設計図書に基づき行うものとする。 

 

 ２． 本委託は、宮城県土木部作成の共通仕様書（建設関連業務編）の文中における宮城県を仙

台市と読み替え準用するものとする。 

 

 ３． 本委託の完了期日は平成２９年３月１７日とする。 

 

 ４． 受託者は、仙台市契約規則及び前金払取扱要綱の定めにより、前払金の支払いを請求でき

る。 

 

５． 業務実績登録（テクリス） 

    受託者は、契約時又は変更時において、業務委託料が100 万円以上の業務について、業務

実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業

務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後、15 日（休

日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15 日（休日等を除く）以

内に、完了時は業務完了後、15 日（休日等を除く）以内に、調査職員の確認を受けたうえ

で、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録内容に訂正が必要な場合、テクリ

スに基づき、「訂正のための確認のお願い」を作成し、訂正があった日から、15 日（休日

等を除く）以内に調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。 

登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする（担当技術者の登録は８名までと

する）。 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに調

査職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間（休日等を除く）

に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

 

６． 成果品 

成果品については仕様書に基づくものとし、調査職員と十分協議のうえ提出するものとす

る。 

なお、重要構造物についてはチェックリスト、チェックシートを併せて提出するものとす

る。 

 


